
 

 日 曜 行    事 

1 水 放課後子ども教室『軽スポーツ』15：30～（ホール） 

4 土 休館日 

5 日 休館日 

6 月 民生児童委員会定例会 19：30～（研修室） 

8 水 放課後子ども教室『工作』15：30～（研修室） 

 9 木 神戸校区自主防災会総会 19：00～（ホール） 

10 金 かがやき広場（高齢者カフェ）9：30～（研修室） 

11 土 休館日 

12 日 休館日 

13 月 女性学級『フラワーアレンジメント』10：00～（研修室） 

14 火 防災士会定例会 19：30～（研修室） 

15 水 
ふれあい広場『健康づくり講座』10：00～（研修室） 

放課後子ども教室『創作』15：30～（研修室） 

16 木 人権相談 13：00～（研修室） 

17 金 交通安全定例会 14：00～（研修室） 

18 土 休館日 

19 日 
休館日 

環境奉仕グループ「かじか」活動日 7：00～（JR 鉄橋の下） 

20 月 休館日(海の日) 

22 水 
神戸小地域未来塾 9：00～（神戸小学校） 

夏休み子ども教室『クラフト教室』10：00～（研修室） 

23 木 
神戸小地域未来塾 9：00～（神戸小学校） 

夏休み子ども教室『お料理教室』10：00～（調理室） 

24 金 神戸小地域未来塾 9：00～（神戸小学校） 

25 土 休館日 

26 日 休館日 

29 水 夏休み子ども教室『あみもの教室』10：00～（研修室） 

開催日 ： 7 月 9 日(木) 

時  間 ： 19：00～ 

場  所 ： 公民館 ホール 

講  演 ： 『神戸地域の地質・地

形から見た災害リスクについて』 

講  師 : 山本 貴仁 氏 

      (西条自然学校 理事長) 

※講演会の後、総会を行います 

 

教 室 名 日 時 場所(公民館) 定員(対象学年) 材料費 講師(敬称略) 

 

クラフト教室 7/22(水) 10 時～ 研修室 10 名(4・5・6 年生) 400 円 戸田初美 

お料理教室 7/23(木) 10 時～ 調理室 10 名(4・5・6 年生) 500 円 加藤智子 

あみもの教室 7/29(水) 10 時～ 研修室 
8 名(5・6 年生) 

※保護者同伴であれ

ば低学年も可 

300 円 村上明子 

工作教室 8/4(火) 10 時～ 研修室 15 名(1・2・3 年生)  500 円 白石末穂 

キッズフラワー教室 8/18(火) 10 時～ 研修室 10 名(全学年) 500 円 浅田絵理子 

 
 
 
 

 
   

 

対 象 地 域 会 場 

津越・舟形・中寺・大久保 舟形集会所 

中之段 中之段集会所 

釜の口・木挽原・宵の原 
日明・宵 

日明集会所 

楠東・楠西・楠南・向原 
山の下 

楠集会所 

山道・東光・藪の内 神戸公民館 

中西 中西集会所 

東原 東原集会所 

原・西原・新出東・新出西 
奥の内・湯之谷・棚林 

原・西原 
集会所 

東組・北組・土居内・河原町 
西の窪 

安知生集会所 

 
 
 
 

 
校区の人口 (前月比) 

人口 3,278人（-7） 

男 1,561人（-5） 

女 1,717人（-2） 

世帯数 1,532戸（-2） 

R8.5.29現在 
※QR コードからカラー版がご覧になれます 

訓練日： 8 月 2 日（日） 
     一時避難  8：00 各集合場所 

二次避難  10：00 神戸公民館 

※詳しくは 6 月末頃からの回覧で案内します 

＊神戸地区＊ 

 

＊中寺・大久保・津越・舟形・長瀬地区＊ 

 

  
〒793-0054 西条市中野甲 566-4 

TEL(0897)56-2160  FAX(0897)53-9015 

     E-mail kanbe-k＠saijo-sity.jp 

   
 

神戸公民館だより 

 

７月号 

   
令和 8 年７月 1日  

神戸公民館発行 

   
  

・申込み：神戸公民館へ申込用紙を提出下さい(※電話での受付はいたしません) 

・締切り：7 月 3 日(金)17：00 まで 

・詳細につきましては、学校で配布されるチラシをご覧ください。 

 

７月のごみカレンダー 

燃えるごみ
燃えないゴミ
乾電池

古紙
ガラス瓶ペッ
トボトル等

中寺 第2・4水

大久保

津越
舟形
長瀬

火・金 第3土
水

月・木 第１土

第３水

神戸校区自主防災会事業 
 

夏休み前の「地区懇談会」を開催します。 

近年の少子化等により、地区によっては単独での

開催が難しくなっているため、今年度は近隣自治

会と合同開催する形へ変更しているところがあり

ます。確認のうえ、ご参加いただきますようお願い

いたします。 

神戸校区青少年健全育成協議会よりお知らせ 

日  時：７月１０日(金)19：00～ 

場  所：下記一覧の会場 

対象者：地域関係者・PTA・学校関係者・ 

     青少年育成関係者 等 

開催日 ： 7 月 13 日(月) 

時  間 ： 10：00～ 

場  所 ： 公民館 研修室 

講  師 : 近藤 洋子 氏 

定  員 ： 10 名 

(若干名の増加は対応可能) 

材料費 : 1,000 円 

申込先 : 神戸公民館（TEL 56-2160） 

締切り ： 7 月 6 日(月) 

 お花に触れて癒しの時間をご一緒に♪ 

 

開催日 ： 8 月 5 日(水)   

時  間 ： 10：00～ 

場  所 ： 公民館 研修室 

講  師 : 徳増 美恵子 氏(市推進講師) 

定  員 ： 10 名(若干の増加は対応可能) 

材料費 : 700 円 

申込先 : 神戸公民館（TEL 56-2160） 

締切り ： 7 月 17 日(金) 

『紫陽花とかたつむりのオブジェ』を作り

ます。制作するのは、見本の一部分となり

ます。 

 

開催日 ： 7 月 15 日(水) 

時  間 ： 10：00～ 

場  所 ： 公民館 研修室 

内  容 ： 健康づくり講座 

 

昨年のアレンジメント 

開催日 ： 7 月 10 日(金) 

時  間 ： 9：30～ 

場  所 ： 公民館 研修室 

内  容 : 『金魚の風鈴』作り 

  
み 子  教 

 室 

７月の行事予定 

見本作品 
公民館に 
展示しています 

TEL:56-2160
TEL:56-2160


  

 

 

 

      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度の『放課後子ども教室』がスタートしました。本教室は、放課後や週

末等において子どもたちの安全・安心な活動場所を確保し、地域と学校が

連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供

する学習支援・体験活動です。今回は、軽スポーツや創作活動などを実施し

ていく予定です。 

 初回は「シャッフルボード」を体験しました。初めての体験に少し緊張気味

の様子でしたが、スポーツ推進委員さんの親しみやすく、子どもたちに寄り

添った指導により、次第に打ち解けることができました。「最初はどきどき

したけど楽しかった！」と話してくれた笑顔がとても印象的でした。 

 ２回目は、創作活動でした。レインスティックやサンキャッチャーを作り、音

や光の不思議さに触れながら、仕組みを楽しみながら創作していました。 

 

男女雇用機会均等法  

 １９８５年６月に男女雇用機会均等法が公布され４１年が経過しました。この法律は、性別に基づく雇用上の差別をなくし、男女の機

会均等を図ることや、雇用に関するあらゆる面で性別による不当な差別を禁止する法律です。  

 男女雇用機会均等法に違反する採用時の事例として次のような例があります。  

〇 男性の選考が終了したあとで女性の選考を行うなど、女性または男性についての募集・採用する人数を設定すること。  

〇 女性のみ自宅通勤を条件とするなど、女性に対して男性と異なる条件を課すこと。  

〇 送られてくる会社案内が男女間で異なるなど、募集・採用に関する情報提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをす

ること。  

〇 女性のみ結婚後の継続就業の意志を聞くなど、採用試験において女性に対して男性と異なる取扱いをすること。  

〇 一般職、事務職等の募集で女性のみを募集するなど、その対象を女性のみとすること。  

もし、あなたがこのような不当な扱いを受けた場合には、労働局の総合窓口などに相談しましょう。労働局の相談窓口の他、男女共

同参画センター、市町が実施する無料法律相談などの窓口もあります。  

女性活躍推進法（令和８年４月１日施行）  

 女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、女性活躍推進法等が改正されました。 

この改正で従業員数が３０１人以上の企業には次の４項目以上、１００人以上の企業には①～③の情報公表が義務付けられました。  

① 男女間賃金差異   

② 女性管理職比率   

③ 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績   

以下の７項目から１項目以上を選択  

・採用した労働者に占める女性労働者の割合  

・男女別の採用における競争倍率  

・労働者に占める女性労働者の割合  

・係長級にある者に占める女性労働者の割合  

・役員に占める女性の割合  

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績  

・男女別の再雇用又は中途採用の実績  

  

④ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

以下の７項目から１項目以上を選択  

・男女の平均継続勤務年数の差異  

・10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された

労働者の男女別の継続雇用割合  

・男女別の育児休業取得率  

・労働者の一月当たりの平均残業時間  

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間  

・有給休暇取得率  

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率  

  

令和８年４月より人権擁護課は人権共生課となり、所管事務に「男女共同参画社会の実現」が加わりました。「男女共同参画社会の

実現」は本市においても重要な課題であり、取組を強化することが必要です。だれもが、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画できる機会が確保されなければなりません。意欲と能力のあるすべての人々が活躍で

きるような職場づくりや社会のしくみづくりが欠かせません。   

             西条市人権教育協議会  西条市人権共生課 

 適度な運動は、体力維持に役立ちます。 

音楽に合わせて楽しく体を動かして、元気な体作り

をしてみませんか。初めての方でも安心して参加で

きます。見学、体験参加も大歓迎です。 

 

 

だき、利用しやすく、 

気持ちの良い環境が整いました。 

みなさんのご厚意に深く感謝いたします。 

 

 

 

ますます神戸が好

 

サークル『寄ろず会』

の皆さんが、ボランテ

ィア清掃活動を行って

くださいました。敷地

内の草取り、ごみ拾い

などに取り組んでいた 

6/1 米料理づくり

 婦人会の皆さんが、地元で収穫されたお米を使っ

て『ミルフィーユ寿司』を作りました。分担しながら

手際よく調理を進め、副菜、汁物まで短時間で完成

しました。また、お寿司の具材が 

層状に重ねられた華やかな見栄 

えに、参加された方は微笑み合っ 

ていました。 

 地域の食文化やお米の魅力を 

再確認する機会となりました。 

 

 

 

5/28 清掃ボランティア活動

 

楽しく上達中！

 今年の４月にスタートした『あむ

あむクラブ』(編み物サークル)は、

マスコット作りから始まった活動

が、今ではカーディガンを製作す

るまで上達するなど、皆さんの着

実な成果が見られています。  

会員募集中です！興味をお持ち

の方も、初めての方も見学からご

参加いただけます。 

毎週火曜日、9：30～活動中です 

 

会員大募集中！
楽しく汗を流して健康づくりを始めませんか！ 

活動日：第 1・3・4 週の火曜日 

時  間：10：00～11：00 

お問合せ：神戸公民館 TEL56-2160 

 

6/11 大人のぬり絵教室

人権について考えてみませんか 

 

役 職 氏 名 

支部長 高橋 信晃 

副支部長 伊藤 依英 

副支部長 川野 佐代子 

会計 久門 美智子 

監事 高木 弘太郎 

監事 徳増 美恵子 

 
 
 
 

６月は「男女雇用機会均等月間」です 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

 

 

 

 

 

 

このたび、社会福祉協議会神戸支部の新たな支部長ほか役員が選任されました。 

前支部長の高木勇氏におかれましては、地域福祉活動の推進をはじめ、高齢者支援

や見守り活動、各種行事の運営など、地域のために重ねてこられたご努力とご尽力に

心から敬意を申し上げます。 

長年にわたり、本当にお疲れさまでした。 

今後も、新支部長の高橋氏を中心に地域に寄り添った活動を進めてまいります。 

皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
１１月７日(土)・８日(日)に開催されます。今回は、両日とも神戸公民館

で開催されます(ＰＴＡは小学校)。詳細につきましては、１１月号の公民

館だより、また後日の回覧等でお知らせいたします。 

 

  

 女性学級の一環として行われた

教室で、季節の花のぬり絵作品に

取り組みました。参加された方は

色の組み合わせや濃淡を工夫しな

がら、思い思いの作品づくりを楽

しんでいました。 

 ぬり絵には、集中力や想像力を

高める効果が期待されているそう

です。 

放課後子ども教室

TEL:56-2160

